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【
保
険
業
法
の
改
正
】

保
険
業
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
十

七
年
四
月
二
十
二
日
に
成
立
、
同
年
五
月
二

十
二
日
に
公
布
さ
れ
て
い
ま
す
。
公
布
の
翌

日
か
ら
一
年
以
内
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、「
保
険
業
」
の
定
義

が
変
わ
り
ま
し
た
。
相
手
方
が
「
不
特
定
の

者
」
の
み
な
ら
ず
、「
特
定
の
者
」
も
保
険

業
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
（
法

第
二
条
・
本
文
）。

多
く
の
御
宗
門
で
行
わ
れ
て
い
る
「
共
済

事
業
」
は
、
御
宗
門
に
属
す
る
寺
院
や
僧
侶

・
寺
族
が
相
手
で
あ
り
、
全
て
「
特
定
の

者
」
が
相
手
方
で
す
。
従
っ
て
御
宗
門
が
行

っ
て
い
る
「
共
済
事
業
」
は
、「
不
特
定
の

者
」
だ
け
を
相
手
に
し
て
い
た
「
保
険
業
」

に
は
該
当
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

今
回
の
改
正
に
よ
り
「
保
険
業
」
の
定
義
か

ら
「
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
」
と
い

う
文
言
が
削
除
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
特
定
の
寺
院
・
僧
侶
・
寺
族
を

相
手
方
と
し
て
い
る
各
御
宗
門
の
共
済
も

「
保
険
業
」
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
、
保
険

業
法
の
規
制
を
う
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

但
し
例
外
が
七
つ
あ
り
ま
す
（
法
第
二
条

１
項
二
号
）。
�
地
方
公
共
団
体
が
住
民
を

相
手
方
と
し
て
行
う
共
済
�
会
社
等
が
そ
の

役
員
や
使
用
人
等
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も

の
�
労
働
組
合
が
組
合
員
等
を
相
手
方
と
し

て
行
う
も
の
�
会
社
が
子
会
社
等
を
相
手
方

と
し
て
行
う
も
の
�
学
校
等
が
学
生
・
生
徒

を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の
�
地
縁
団
体
が

そ
の
構
成
員
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の
�

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
、
の
七
つ
で
す
。

【
保
険
と
共
済
】

保
険
も
共
済
も
「
相
互
救
済
」
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
将
来
発
生
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
危
険
や
事
故
に
対
処
す
る
た

め
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
金
額
を
拠
出
し
て
共

同
備
蓄
を
し
、
危
険
や
事
故
が
現
実
に
発
生

し
た
場
合
は
、
こ
の
共
同
備
蓄
か
ら
一
定
の

給
付
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
定
し
た
生

活
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
点

で
は
、
保
険
も
共
済
も
共
通
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
構
成
員
を
不
特
定
の
人
か
ら

求
め
る
場
合
を
「
保
険
」
と
し
、
特
定
の
人

に
限
定
す
る
場
合
を
「
共
済
」
と
呼
ん
で
、

区
別
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
の

保
険
業
法
の
改
正
で
、
こ
の
区
別
を
な
く
し

て
し
ま
い
、
今
ま
で
「
共
済
」
と
呼
ん
で
「
保

険
」
と
区
別
し
て
い
た
「
共
済
事
業
」
も
保

険
の
概
念
に
含
ま
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

【
改
訂
さ
れ
た
理
由
】

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
改
正
が
行

わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

一
般
に
共
済
の
特
色
は
、
�
構
成
員
が
職

域
的
・
地
域
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
�

構
成
員
が
小
数
で
共
済
金
額
も
見
舞
金
程
度

の
少
額
で
あ
る
こ
と
�
募
集
組
織
を
も
た
な

い
こ
と
�
「
給
付
対
反
対
給
付
相
当
の
原

則
」
が
充
分
で
は
な
い
こ
と
�
構
成
員
が
共

同
連
帯
意
識
や
情
誼
の
念
に
よ
っ
て
結
ば
れ

て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
共
済
金
額
が
高
額
で
あ
り
、

構
成
員
以
外
の
者
も
利
用
で
き
た
り
、
共
済

に
入
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
構
成
員
を
募
集

し
た
り
、
大
き
な
募
集
組
織
を
も
っ
て
い
た

り
す
る
も
の
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

マ
ル
チ
ま
が
い
の
勧
誘
を
す
る
も
の
ま
で
現

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
民
生
活
セ
ン

タ
ー
に
苦
情
が
よ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
共
済
の
な
か
に
は
、
農
業
協
同

組
合
や
生
活
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
と

い
っ
た
根
拠
法
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
規
制
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
く
あ
り
ま
す
。

け
れ
で
も
、
根
拠
法
を
も
た
な
い
共
済
も
あ

り
、
宗
教
団
体
が
行
っ
て
い
る
共
済
事
業
は
、

ほ
と
ん
ど
根
拠
法
の
な
い
共
済
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
す
。
こ
の
根
拠
法
の
な
い
共
済
に
対

す
る
苦
情
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
よ
う
で
す
。

規
制
が
な
い
た
め
、
安
易
な
掛
け
金
や
加
入

の
容
易
性
な
ど
が
消
費
者
ニ
ー
ズ
と
合
致
し

て
増
加
し
て
い
る
反
面
、
適
切
に
共
済
金
が

支
払
わ
れ
る
の
か
、
経
営
が
破
綻
し
た
場
合

加
入
者
保
護
は
大
丈
夫
か
等
、
そ
の
信
用
性

に
不
安
を
感
じ
る
人
が
多
く
な
っ
て
い
る
た

め
と
思
わ
れ
ま
す
。
国
会
議
員
が
関
与
し
て

い
た
「
オ
レ
ン
ジ
共
済
」
の
問
題
を
覚
え
て

お
ら
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
保
険
業
界
に
お
い
て
は
、
特
定
の

者
を
相
手
方
と
す
る
共
済
事
業
が
増
え
る
こ

と
に
つ
い
て
驚
異
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
す
。

不
特
定
の
者
に
呼
び
か
け
て
特
定
の
集
団
に

加
入
さ
せ
、
そ
の
加
入
し
た
者
を
特
定
の
者

と
扱
っ
て
共
済
事
業
を
行
う
も
の
ま
で
現
わ

れ
ま
し
た
。
こ
う
な
る
と
、
実
質
的
に
不
特

定
の
者
を
相
手
方
と
す
る
保
険
と
変
わ
り
が

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
に
も
拘
ら
ず
保
険

は
厳
し
い
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
の
に
共
済

は
ゆ
る
や
か
と
い
う
の
で
は
、
保
険
事
業
は

競
争
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
考
え
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
で
保
険
業
界
は
近
年
金
融
庁

に
保
険
業
法
の
改
正
を
働
き
か
け
て
い
ま
し

た
。
そ
う
し
た
結
果
今
回
の
改
正
に
至
っ
た

も
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
改
正
は
、
規
制

保
険
業
法
の
改
正
と

各
宗
門
の
共
済
事
業
に
つ
い
て
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緩
和
の
流
れ
に
逆
行
す
る
も
の
で
小
泉
改
革

の
小
さ
な
政
府
に
反
す
る
と
の
批
判
を
免
れ

ま
せ
ん
。

【
各
宗
門
の
共
済
の
特
徴
】

全
日
本
仏
教
会
に
加
盟
の
各
御
宗
門
の
行

っ
て
い
る
共
済
事
業
は
、
以
下
の
よ
う
な
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
�
構
成
員
が
極
め
て
限
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
宗
派
内
に
限
定
さ
れ
て

い
る
の
で
、
相
手
方
に
す
る
の
は
、
包
括
さ

れ
て
い
る
寺
院
や
こ
の
寺
院
に
帰
属
す
る
僧

侶
・
寺
族
に
限
ら
れ
て
い
る
。
�
宗
門
内
に

限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
構
成
員
が
少
な
い
。

�
支
給
さ
れ
る
金
額
も
見
舞
金
か
、
そ
れ
を

上
回
る
程
度
で
あ
り
、
比
較
的
少
額
で
あ
る
。

�
独
自
の
募
集
組
織
を
も
っ
て
い
な
い
。
も

ち
ろ
ん
勧
誘
員
な
ど
存
在
し
な
い
。
�
構
成

員
が
一
宗
内
の
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、

共
同
連
帯
・
情
誼
の
念
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
共
済
の

一
般
的
特
色
を
示
す
も
の
と
い

え
ま
す
。
従
っ
て
、
既
存
の
保

険
会
社
と
競
合
す
る
よ
う
な
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
宗
門

の
共
済
事
業
に
つ
い
て
国
民
セ

ン
タ
ー
等
に
苦
情
が
届
い
た
と

か

ぶ
ん

い
う
情
報
も
寡
聞
し
て
知
り
ま

せ
ん
。

【
適
用
除
外
の
要
請
】

全
日
本
仏
教
会
の
加
盟
団
体

が
行
っ
て
い
る
共
済
事
業
は
、

い
ず
れ
も
半
世
紀
以
上
の
歴
史

を
も
ち
、
長
い
間
蓄
積
さ
れ
た

ノ
ウ
ハ
ウ
を
用
い
て
運
営
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
不
特
定
の
者
が

加
入
す
る
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。

従
っ
て
「
悪
質
な
共
済
だ
」
と

の
批
判
を
う
け
る
内
容
に
は
ほ

ど
遠
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
宗

門
が
行
っ
て
い
る
た
め
、
経
営

が
破
綻
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。金

融
庁
は
、
平
成
十
七
年
八
月
十
二
日
付

で
「
保
険
業
法
令
、
同
施
行
規
則
の
改
正
案

の
骨
子（
案
）」を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
同

年
九
月
二
十
二
日
を
締
切
り
と
し
て
、
各
界

か
ら
の
意
見
を
求
め
ま
し
た
。

全
日
本
仏
教
会
で
は
、
包
括
宗
教
団
体
が

行
う
被
包
括
宗
教
法
人
や
こ
れ
に
所
属
す
る

僧
侶
・
寺
族
等
を
相
手
方
と
す
る
共
済
に
つ

い
て
は
、
改
正
さ
れ
た
保
険
業
法
第
二
条
二

号
に
基
づ
い
て
、
政
令
に
よ
っ
て
「
保
険

業
」
か
ら
除
外
す
る
よ
う
、
金
融
庁
総
務
企

画
局
企
画
課
保
険
企
画
室
に
要
請
し
た
の
で

す
。
各
御
宗
門
で
も
同
時
に
同
じ
よ
う
な
要

請
を
直
接
右
の
企
画
室
へ
行
わ
れ
た
と
聞
い

て
お
り
ま
す
。

【
今
後
の
動
向
】

金
融
庁
で
は
、
宗
教
法
人
だ
け
で
な
く
、

関
係
各
界
か
ら
の
要
請
を
う
け
て
、
新
し
い

骨
子
案
を
作
成
し
、
改
め
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
を
求
め
る
予
定
で
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
是
非
と
も
包
括
宗
教
法
人

が
行
う
「
共
済
事
業
」
を
「
保
険
業
」
か
ら

除
外
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

図
の
Ａ
の
方
向
で
す
。

万
一
除
外
さ
れ
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。
除
外
さ
れ
な
い
場
合
は
、
保

険
業
法
の
改
正
で
新
た
に
設
け
ら
れ
た
「
小

額
短
期
保
険
業
者
」
と
し
て
登
録
す
る
こ
と

な
り
ま
す
。
図
の
Ｂ
の
方
向
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
株
式
会
社
や
相
互
会
社
で
な
い
場
合
と

か
、
一
定
の
額
に
満
た
な
い
と
き
な
ど
は
、

登
録
を
拒
否
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
二

七
二
条
・
二
七
二
条
４
）。
ま
た
、
責
任
準

備
金
の
積
立
て
と
か
（
二
七
二
条
１８
で
準
備

す
る
一
一
六
条
）
供
託
の
義
務
づ
け
（
二
七

二
条
５
）、
兼
業
や
資
産
運
用
の
規
制
（
二

七
二
条
１１
）、
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
（
二

七
二
条
１７
が
準
備
す
る
一
一
一
条
）、
内
閣

総
理
大
臣
に
業
務
の
状
況
を
報
告
し
た
り
、

資
料
を
提
出
し
た
り
、
立
入
検
査
を
う
け
た

り
（
二
七
二
条
２２
、
二
七
二
条
２８
）、
募
集

人
数
登
録
を
行
っ
た
り
と
い
っ
た
規
制
（
二

七
六
条
・
二
九
四
条
・
三
〇
〇
条
・
三
〇
五

条
・
三
〇
六
条
）
を
う
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。現

在
、
御
宗
門
が
行
っ
て
い
る
共
済
事
業

は
、
特
定
保
険
業
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
施
工
日
か
ら
起
算
し
て
六
ヶ
月
以

内
に
特
定
保
険
業
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣

に
届
け
出（
法
附
則
三
条
）て
、
施
工
日
か
ら

二
年
間
は
、
引
き
続
き
特
定
保
険
業
と
な
っ

た
共
済
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
法

附
則
二
条
）。
こ
の
場
合
は
、
小
額
短
期
保

険
業
者
と
み
な
さ
れ
ま
す
（
法
附
則
四
条
）。

全
日
本
仏
教
会
や
そ
の
加
盟
の
御
宗
門
は
、

図
Ａ
を
金
融
庁
に
強
く
要
望
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
こ
れ
が
容
れ
ら
れ
な
い
と
Ｂ
の
小

額
短
期
保
険
業
に
さ
れ
て
、
色
々
な
規
制
を

う
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
頑
張
っ
て

Ａ
の
方
向
に
も
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

相互共済制度

注：現在、全日本仏教会は、Aにするよう要請しています。
Bになると本文のような規制をうけます。

共済
（特定多数の者を対象）

根拠法のある共済
制度共済（JA・生協）

根拠法のない共済
（各宗門の共済）

保険
（不特定多数の者を対象）

保険会社（免許制）

保険会社
（免許制）

B

小額短期保
険業者
（登録制）

制度共済
A

企業内共済
労働組合
会社、学校

（
改
正
後
）

（
改
正
前
）
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十
月
十
二
日
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗

務
総
合
庁
舎
を
会
場
に
、「
憲
法
改
正
論

議
に
つ
い
て
」
の
勉
強
会
を
開
催
し
た
。

本
会
理
事
長
よ
り
諮
問
を
受
け
た
同
和
委

員
会
、
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
、

国
際
委
員
会
の
各
委
員
と
主
な
教
団
の
研

究
所
か
ら
、
三
十
一
名
が
出
席
し
た
。
今

回
の
勉
強
会
は
、
憲
法
改
正
論
議
に
つ
い

て
識
者
を
招
い
て
、
広
く
勉
強
す
る
こ
と

と
意
見
交
換
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

奈
良
慈
徹
社
会
部
長
が
開
会
を
宣
し
、

齋
藤
明
聖
事
務
総
長
を
導
師
に
三
帰
依
文

を
唱
和
。
続
い
て
開
催
趣
旨
と
講
師
紹
介
を

兼
ね
て
挨
拶
を
行
っ
た
。

ま
こ
と

は
じ
め
に
講
師
の
大
石
眞
京
都
大
学
大

学
院
教
授
は
、「
憲
法
改
正
論
議
へ
の
視

点
」
と
題
し
、
最
近
の
憲
法
改
正
試
案
と
問

題
要
点
、
日
本
憲
法
の
制
定
過
程
、
基
本
原

理
、
憲
法
附
属
法
（
国
会
法
、
内
閣
法
、
国

家
行
政
組
織
法
、
地
方
自
治
法
等
の
法
規
）、

憲
法
の
性
格
・
内
容
・
条
項
の
規
定
、
憲
法

改
正
と
改
革
や
改
正
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て

簡
潔
に
し
て
平
易
に
講
演
さ
れ
た
。

続
い
て
児
玉
暁
洋
真
宗
大
谷
派
元
教
学
研

究
所
所
長
が
、「
あ
な
た
は
、
主
権
者
と
し

て
日
本
国
を
ど
ん
な
国
に
し
た
い
の
か
？
」

と
題
し
、念
仏
者
と
し
て
日
本
国
が
地
獄（
戦

争
）・
餓
鬼
（
貧
困
）・
畜
生
（
恐
怖
）
の
無

い
国
で
あ
る
こ
と
を
希
求
。
ま
た
、
聖
徳
太

子
の
十
七
条
憲
法
の
精
神
を
持
っ
て
平
和
を

大
切
に
す
る
法
治
国
家
で
あ
る
こ
と
。
さ
ら

に
現
代
世
界
か
ら
殺
し
合
い
の
連
鎖
を
如
何

に
し
て
断
ち
、
銃
を
持
た
な
い
民
主
主
義
の

国
と
な
る
よ
う
な
「
プ
ラ
ス
改
憲
」
の
考
え

を
語
っ
た
。

次
に
講
師
の
大
石
氏
と
児
玉
師
、
長
谷
川

正
浩
顧
問
弁
護
士
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
と
質
疑
応
答
を
行
っ
た
。

は
じ
め
に
、
大
石
氏
は
、
戦
後
の
日
本
の

繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
た
背
景
に
、
九
条
堅
持

の
立
場
か
ら
は
護
憲
を
主
張
す
る
人
た
ち
と
、

自
衛
隊
・
安
保
の
立
場
で
憲
法
改
正
を
主

張
す
る
人
た
ち
に
分
か
れ
る
と
述
べ
た
。

児
玉
氏
は
、
国
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
違

い
を
述
べ
、
十
九
世
紀
当
時
の
国
家
主
義

か
ら
は
、
国
益
と
い
う
概
念
か
ら
戦
争
行

為
は
致
し
方
な
い
。
六
十
年
前
の
戦
争
、

殊
に
広
島
の
原
爆
を
経
験
し
た
栗
原
貞
子

氏
の
詩
を
紹
介
し
て
、
戦
争
、
被
爆
、
人

の
死
の
悲
惨
さ
を
述
べ
ら
れ
、
世
界
そ
し

て
日
本
の
平
和
を
犯
す
こ
と
の
な
い
憲
法

を
望
む
と
述
べ
た
。

参
加
者
か
ら
の
質
疑
応
答
で
は
、
憲
法

改
正
に
対
す
る
各
講
師
の
私
見
に
つ
い
て

質
問
が
あ
り
、
憲
法
の
解
釈
が
さ
ま
ざ
ま

に
さ
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、「
現
在

の
憲
法
を
変
え
る
必
要
は
あ
る
の
か
」
と

い
う
問
に
、
大
石
氏
は
、
政
党
条
項
、
緊

急
事
態
対
応
、
予
算
成
立
の
規
定
、
国
民

票
決
の
規
定
等
を
新
た
に
加
え
る
必
要
が

有
る
と
述
べ
た
。
ま
た
、
九
条
だ
け
で
判

断
せ
ず
に
他
の
条
項
を
加
え
る
こ
と
で
憲

法
の
リ
フ
ォ
ー
ム
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

憲
法
に
も
耐
用
年
数
が
あ
り
、
何
を
加
え

る
か
、
い
つ
ま
で
に
行
う
か
な
ど
の
目
標

を
定
め
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
。
児
玉

師
は
、
現
在
の
第
九
条
の
内
容
を
第
一
条

に
変
更
し
て
ほ
し
い
。
マ
イ
ナ
ス
改
憲
と

は
、
戦
争
の
で
き
る
普
通
の
国
に
な
る
こ

と
だ
と
述
べ
た
。

「
憲
法
改
正
論
議
に
関
す
る
勉
強
会
」

本
会
三
委
員
会
合
同

講演する大石眞京都大学大学院教授

講演する児玉暁洋真宗大谷派元教学研究所所長
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天
台
宗
は
、
平
成
十
八
年
一
月
に
開
宗
一

二
〇
〇
年
を
迎
え
る
。
天
台
宗
開
宗
一
二
〇

〇
年
慶
讃
大
法
会
の
開
闢
法
要
を
十
月
一
日
、

比
叡
山
延
暦
寺
根
本
中
堂
で
厳
修
し
た
。
さ

ら
に
慶
讃
大
法
要
は
、
三
十
一
日
ま
で
の
一

ヶ
月
間
、
天
台
宗
諸
団
体
は
じ
め
有
縁
の
仏

教
教
団
が
法
要
を
執
り
行
い
、
ま
た
、
日
本

の
伝
統
芸
能
も
奉
納
さ
れ
る
。

天
台
宗
で
は
開
宗
一
二
〇
〇
年
に
む
け
て
、

平
成
十
五
年
よ
り
、「
あ
な
た
の
中
の
仏
に

会
い
に
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
檀
信
徒
総
授

戒
・
総
登
山
運
動
や
「
ア
ジ
ア
仏
教
者
の
対

話
集
会
」、
京
都
国
立
博
物
館
で
の
特
別
展

（
十
一
月
二
十
日
ま
で
）
等
を
行
い
、
慶
讃

大
法
要
は
最
大
の
行
事
で
あ
る
。

開
闢
大
法
要
は
、
渡
邊
惠
進
座
主
を
大
導

師
に
全
国
各
教
区
の
天
台
宗
僧
侶
百
名
が
式

衆
を
務
め
「
百
僧
百
味
供
法
要
」
を
厳
修
。

は
じ
め
に
、
式
衆
が
書
院
か
ら
会
場
の
根

本
中
堂
ま
で
お
練
り
し
、
百
味
奉
納
で
は
檀

信
徒
ら
百
名
が
十
種
類
の
農
作
物
や
果
物
を

宝
前
に
奉
納
、
式
衆
の
散
華
の
後
、
渡
邊
座

主
が
表
白
文
を
奉
読
。

法
要
終
了
後
、西
郊
良
光
宗
務
総
長
は「
今

後
の
千
三
百
年
、
千
四
百
年
に
向
か
っ
て
、

天
台
の
法
灯
を
伝
え
て
い
き
た
い
」
と
挨
拶

し
た
。

ま
た
、
午
後
か
ら
大
講
堂
前
に
設
置
さ
れ

た
舞
台
で
玄
清
流
に
よ
る
玄
清
琵
琶
、
陸
奥

教
区
毛
越
寺
に
よ
る
延
年
の
舞
、
瀬
戸
内
寂

聴
師
作
・
茂
山
一
門
に
よ
る
居
眠
り
大
黒
な

ど
の
伝
統
芸
能
が
奉
納
さ
れ
た
。

＊

＊

＊

本
会
加
盟
の
諸
団
体
か
ら
、
念
法
眞
教
、

孝
道
教
団
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
高
野
山

真
言
宗
、
曹
洞
宗
、
天
台
眞
盛
宗
、
天
台
寺

門
宗
、
融
通
念
佛
宗
、
浄
土
宗
、
日
蓮
宗
、

聖
観
音
宗
、
時
宗
、
真
宗
大
谷
派
、
和
宗
、

金
峯
山
修
験
本
宗
や
南
都
諸
大
寺
、
臨
済
宗

黄
檗
宗
連
合
各
派
合
議
所
な
ど
が
延
暦
寺
に

集
い
法
要
を
執
り
行
う
。

天
台
宗
開
宗
一
二
〇
〇
年
慶
讃
大
法
会

び
ゃ
く

根
本
中
堂
で
開
闢
法
要
を
厳
修

十
月
十
四
日
、
長
野
県
岡
谷
市
文
化
会
館

カ
ラ
ノ
ホ
ー
ル
で
第
五
十
一
回
長
野
県
仏
教

徒
諏
訪
大
会
が
「
慈
悲
ー
思
い
や
り
の
心
を

育
て
よ
う
ー
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
さ
れ
た
。

は
じ
め
に
、
三
帰
依
文
を
琴
の
音
と
と
も

に
に
唱
和
し
、
四
弘
誓
願
を
県
内
の
「
千
の

会
」
合
唱
団
が
合
唱
。
続
い
て
の
献
灯
献
花

で
は
、
た
ち
ば
な
幼
稚
園
園
児
が
宝
前
に
お

花
を
奉
納
し
、
場
内
は
園
児
た
ち
の
愛
ら
し

い
仕
草
に
、
感
動
の
声
が
も
れ
た
。

式
典
で
は
、
本
大
会
実
行
委
員
会
委
員
長

の
滝
英
正
諏
訪
仏
教
福
田
会
会
長
、
大
会
会

長
の
小
松
玄
澄
長
野
県
仏
教
会
会
長
（
本
会

副
会
長
・
善
光
寺
大
勧
進
貫
主
）
が
挨
拶
し
、

続
い
て
、
本
会
藤
井
日
光
会
長
の
祝
辞
を
齋

藤
明
聖
本
会
事
務
総
長
が
代
読
し
た
。

記
念
講
演
で
は
、
大
野
雅
子
氏
（
北
島
音

楽
事
務
所
社
長
）
が
記
念
公
演
を
行
っ
た
。

閉
会
式
で
は
、
大
会
宣
言
と
し
て
、
一
、
生

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
慈
悲
の
心
で

互
い
に
助
け
合
い
ま
し
ょ
う
。
一
、
い
の
ち

の
尊
さ
に
目
覚
め
、
人
の
い
の
ち
も
、
全
て

の
い
の
ち
も
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。
と
林
市

藏
同
会
総
代
会
会
長
が
宣
言
さ
れ
た
。

県
内
各
地
か
ら
多
く
の
仏
教
徒
が
参
集
し

盛
会
で
あ
っ
た
。
次
年
度
は
松
代
仏
教
会
が

中
心
と
な
り
開
催
す
る
予
定
。

第５１回
長
野
県

仏
教
徒
諏
訪
大
会

十
月
十
四
日
、
埼
玉
県
本
所
市
民
文
化
会

館
で
、
埼
玉
県
佛
教
会
主
催
の
第
二
十
八
回

埼
玉
県
佛
教
徒
大
会
が
「
報
恩
感
謝
〜
心
を

耕
し
て
み
ま
せ
ん
か
〜
」
と
題
し
、
五
百
余

名
の
参
加
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。

は
じ
め
に
、
本
所
市
・
長
光
寺
幼
稚
園
児

に
よ
る
献
灯
献
花
が
行
わ
れ
、
酒
井
文
雄
埼

玉
県
佛
教
会
会
長
を
導
師
に
同
会
役
職
者
を

式
衆
に
法
要
が
厳
修
さ
れ
た
。

式
典
で
は
来
賓
紹
介
の
後
、
酒
井
会
長
が

主
催
者
を
代
表
し
、
人
間
関
係
の
希
薄
な
現

代
こ
そ
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
報
恩
感
謝
が

必
要
と
挨
拶
し
た
。
続
い
て
、
来
賓
代
表
の

藤
井
日
光
本
会
会
長
の
祝
辞
を
奈
良
慈
徹
社

会
部
長
が
代
読
し
た
。

記
念
講
演
で
は
、
教
育
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の

富
田
富
士
也
氏
が
「
人
々
の
悩
み
や
苦
し
み

に
向
き
あ
う
『
開
か
れ
た
お
寺
』
を
め
ざ
し

て
レ
ッ
ツ
ゴ
ー
」
と
題
し
、
人
の
い
の
ち
の

大
切
さ
を
八
十
五
分
に
亘
り
熱
弁
し
た
。
会

場
の
参
加
者
と
一
緒
に
童
謡
を
歌
っ
た
り
、

隣
の
方
と
の
ジ
ャ
ン
ケ
ン
な
ど
参
加
者
の
気

持
ち
和
ら
い
だ
ひ
と
と
き
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
昼
食
後
、
記
念
公
演
と
し
て
大
本

山
増
上
寺
雅
楽
会
の
「
雅
楽
」
が
演
奏
さ
れ

た
。

第２８回

埼
玉
県
佛
教
徒
大
会

比叡山延暦寺根本中堂で行われた開闢法要
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差
別
戒
名
物
故
者
に
対
す
る

追
善
法
要
と
研
修
会
が
開
催
さ
れ
る

曹
洞
宗
被
差
別
戒
名
物
故
者
追
善
供
養
会

と
研
修
会
が
、
九
月
十
六
日
大
本
山
永
平
寺

法
堂
で
行
わ
れ
た
。

宮
崎
奕
保
永
平
寺
貫
首
を
導
師
に
法
要
が

営
ま
れ
、
有
田
惠
宗
宗
務
総
長
は
じ
め
内
局
、

部
落
解
放
同
盟
中
央
本
部
・
各
県
連
代
表
・

関
係
者
が
参
列
し
た
。

ま
た
、
九
月
十
三
・
十
四
日
、
浄
土
宗
差

別
戒
名
物
故
者
追
善
法
要
と
人
権
研
修
会
が

青
森
県
内
で
行
わ
れ
た
。

十
三
日
は
、
正
覚
寺
で
法
要
に
先
立
ち
、

袖
山
榮
眞
師
（
長
野
市
差
別
戒
名
対
策
委
員

会
会
長
）
が
「
平
等
の
原
点
」
と
題
し
講
演
。

引
き
続
き
福
嶋
照
純
総
務
局
長
が
導
師
を
務

め
、
法
要
が
執
り
行
わ
れ
た
。

十
四
日
は
、
青
森
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル
で

研
修
会
が
行
わ
れ
、
藤
崎
陸
安
氏
（
全
国
ハ

ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
協
議
会
中
央
執
行

委
員
会
）
が
「
ハ
ン
セ
ン
病
の
歴
史
と
人

権
」
と
題
し
講
演
し
た
。
今
後
の
課
題
と
し

て
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
す
る
社
会
の
偏
見
と
差

別
の
解
消
、
家
族
の
市
民
権
の
獲
得
。
市
民

と
の
共
存
が
で
き
る
療
養
所
へ
の
変
貌
が
述

べ
ら
れ
た
。
次
に
、
福
西
征
子
氏
（
国
立
療

養
所
松
丘
保
養
園
園
長
）
が
「
ハ
ン
セ
ン
病

そ
の
治
療
と
治
癒
」
と
題
し
講
演
し
た
。

「
同
宗
連
」主
催

教
団
行
政
責
任
者
研
修
会

十
月
七
日
、
京
都
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
ホ
テ
ル

で
「
同
宗
連
」
主
催
の
教
団
行
政
責
任
者
研

修
会
が
行
わ
れ
た
。

講
師
に
組
坂
繁
之
氏
（
部
落
解
放
同
盟
中

央
執
行
委
員
長
）
を
迎
え
、「
こ
れ
か
ら
の

部
落
解
放
運
動
ー
部
落
解
放
運
動
再
建
か
ら

六
十
年
」
と
題
し
講
演
が
行
わ
れ
た
。
組
坂

氏
は
、
部
落
差
別
と
の
出
会
い
や
な
ぜ
寝
た

子
を
起
す
こ
と
が
大
事
か
、
故
上
杉
佐
一
郎

前
委
員
長
と
の
出
会
い
、
結
婚
差
別
事
件
の

糾
弾
闘
争
か
ら
学
ん
だ
こ
と
、
水
平
社
宣
言

を
世
界
へ
そ
し
て
、「
人
権
の
二
十
一
世

紀
」
実
現
に
む
け
た
部
落
解
放
運
動
の
役
割

等
を
語
っ
た
。

ま
た
、
人
権
救
済
制
度
の
確
立
に
向
け
て
、

「
人
権
侵
害
救
済
法
」
の
早
期
制
定
を
訴
え
、

同
時
に
差
別
事
件
の
実
態
と
取
り
組
み
へ
の

課
題
や
反
差
別
国
際
連
帯
活
動
の
発
展
を
強

く
訴
え
た
。

続
い
て
、
講
師
の
渡
辺
千
賀
子
氏
（
ソ
プ

ラ
ノ
歌
手
）
が
、「
私
の
で
き
る
こ
と
か

ら
」
と
題
し
、「
竹
田
の
子
守
歌
」
や
自
身

で
作
詞
し
た
「
耳
を
す
ま
し
て
」
を
歌
い
な

が
ら
歌
詞
に
込
め
た
想
い
を
語
っ
た
。

加
盟
教
団
・
協
賛
団
体
担
当
責
任
者
、
約

六
十
名
が
参
加
し
た
。

仏
教
懇
話
会

本
会
推
薦
国
会
議
員
と
の
懇
談
朝
食
会

本
会
は
、
十
月
二
十
七
日
、
二
十
八
日
の

両
日
、
赤
坂
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
を
会
場
に
、

衆
議
院
・
参
議
院
の
国
会
議
員
と
の
仏
教
懇

話
会
を
予
定
し
て
い
る
。

九
月
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
議
員
選
挙
で
本

会
推
薦
で
当
選
さ
れ
た
各
氏
や
参
議
院
議
員

を
招
い
て
、
加
盟
団
体
の
各
宗
派
・
都
道
府

県
仏
教
会
・
仏
教
団
体
の
代
表
者
へ
参
加
を

呼
び
か
け
た
。

こ
の
会
は
、
本
年
の
二
月
に
懇
談
朝
食
会

と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
今
回
「
仏
教
懇
話

会
」
と
名
称
を
改
め
、
菩
提
寺
の
住
職
と
檀

家
と
い
う
関
係
を
よ
り
意
識
し
て
も
ら
え
る

こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。

二
十
七
日
は
自
由
民
主
党
と
、
二
十
八
日

は
民
主
党
に
所
属
す
る
議
員
各
氏
と
行
い
、

総
数
百
余
名
が
出
席
を
予
定
。

両
日
と
も
午
前
八
時
開
会
し
、
里
見
達
人

理
事
長
、
両
党
の
出
席
者
代
表
の
挨
拶
の
後
、

奈
良
康
明
駒
澤
大
学
総
長
が
仏
教
に
つ
い
て

法
話
を
行
い
、
議
員
各
氏
に
対
し
、
日
頃
の

国
会
本
会
議
や
各
委
員
会
等
で
す
り
減
っ
た

心
に
仏
教
の
柔
ら
か
な
精
神
が
染
み
渡
れ
ば

と
考
え
て
い
る
。

本
会
で
は
、「
仏
教
懇
話
会
」
を
今
後
も

継
続
し
て
開
催
し
て
い
く
予
定
。

よ
り
良
い
葬
儀
に
む
け
て

昨
今
、
葬
儀
に
関
す
る
報
道
が
多
く
見
受

け
ら
れ
る
。
本
来
、
厳
粛
で
あ
る
は
ず
の
葬

儀
が
、
伝
統
的
な
価
値
観
の
薄
ま
り
、
簡
略

化
や
宗
教
離
れ
と
い
っ
た
問
題
、
葬
儀
費
用

や
布
施
と
い
っ
た
金
銭
的
問
題
も
大
き
く
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

十
月
十
六
日
の
東
京
新
聞
朝
刊
の
生
活
図

鑑
で
は
、
葬
儀
の
費
用
と
題
し
た
記
事
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
記
事
中
に
は
お
布
施
に
つ

い
て
「
お
寺
の
論
理
で
は
サ
ー
ビ
ス
や
商
品

へ
の
対
価
で
は
な
く
、
無
税
の
お
布
施
と
な

る
た
め
正
式
な
料
金
表
は
存
在
し
ま
せ
ん
」

と
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
も
一
般
の
考
え
方

と
寺
院
と
の
間
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
。

本
会
で
は
、
六
月
十
五
日
に
葬
儀
業
界
の

葬
祭
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
技
能
審
査
協
会
と
の
懇

親
会
に
於
て
、
率
直
な
意
見
交
換
を
行
い
、

檀
信
徒
・
問
信
徒
が
よ
り
良
い
葬
儀
を
行
え

る
よ
う
今
後
仏
教
界
と
葬
儀
業
者
双
方
の
交

流
を
も
つ
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

十
月
二
十
日
に
は
、
全
日
本
葬
祭
業
協
同

組
合
連
合
会
が
、
東
京
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
で
、

五
十
周
年
を
記
念
す
る
東
京
大
会
を
開
催
す

る
。
来
賓
と
し
て
里
見
達
人
理
事
長
が
出
席

を
予
定
。
今
後
は
仏
教
界
と
葬
儀
業
界
の
事

務
局
が
会
合
を
持
ち
、
相
互
の
意
見
と
相
互

の
協
力
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
く
。

２００５年１１月１日6
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宗
教
法
人
の
税
務
に
関
す
る

要
望
書
を
提
出

本
会
で
は
、
自
由
民
主
党
の
平
成
十
八
年

度
税
制
改
正
の
審
議
に
あ
た
り
、
宗
教
法
人

の
税
務
に
関
す
る
要
望
書
を
自
由
民
主
党
の

政
務
調
査
会
・
税
務
調
査
会
へ
提
出
し
た
。

【
要
望
事
項
】

一
、
宗
教
法
人
に
対
し
て
原
則
課
税
導
入
を

断
固
反
対
す
る

二
、
宗
教
法
人
の
預
貯
金
等
よ
り
生
ず
る
利

子
に
対
す
る
非
課
税
制
度
の
堅
持

三
、
宗
教
法
人
の
営
む
収
益
事
業
の
範
囲
の

不
拡
大

四
、
宗
教
法
人
の
営
む
収
益
事
業
に
対
す
る

法
人
税
率
の
引
き
下
げ
お
及
び
損
金
算
入

限
度
額
の
引
き
上
げ

五
、
宗
教
法
人
の
収
支
計
算
書
提
出
制
度

（
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
六
）

の
廃
止

自
由
民
主
党
よ
り
、
関
係
各
省
庁
に
よ
り

１２
月
初
旬
の
答
申
に
反
映
さ
れ
る
。

無料法律
相談室
長谷川正浩顧問弁護士に
よる、無料法律相談を毎
月第二、第四木曜日の午
後開催しております。本
会事務総局０３（３４３７）９２７５
へ事前予約の上おいで下
さい。

十
二
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

十
三
日
▼
浄
土
宗
差
別
戒
名
追
善
法
要
参
列

十
四
日
▼
浄
土
宗
人
権
研
修
会
出
席

十
五
日
▼
財
団
創
立
五
〇
周
年
記
念
事
業
に

関
す
る
打
合
せ

▼
谷
垣
財
務
大
臣
来
局

十
六
日
▼
曹
洞
宗
被
差
別
戒
名
追
善
法
要
参
列

十
八
日
▼
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
・
千
鳥
ヶ
淵

全
戦
没
者
追
悼
法
要
参
列

十
九
日
▼
網
野
義
紘
本
会
理
事
（
聖
観
音

宗
）
葬
儀
参
列

二
十
二
日
▼
法
律
相
談
室

二
十
七
日
▼
仏
教
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
Ｂ
Ｎ
Ｎ
）企
画
委
員
会
出
席

二
十
九
〜
三
十
日
▼
日
宗
連
幹
事
研
修
会

三
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

四
日
▼
広
報
勉
強
会

▼
岩
本
昭
典
元
本
会
組
織
部
長
葬
儀
参
列

六
日
▼
中
華
民
国
九
十
四
年
国
慶
祝
会
出
席

七
日
▼
「
同
宗
連
」
教
団
行
政
責
任
者
研
修

会
出
席

十
二
日
▼
憲
法
改
正
論
議
に
関
す
る
三
委
員

会
合
同
勉
強
会

十
三
日
▼
同
和
委
員
会

▼
国
際
仏
教
興
隆
協
会
役
員
会
出
席

十
四
日
▼
長
野
県
仏
教
徒
諏
訪
大
会
出
席

▼
埼
玉
県
佛
教
徒
大
会
出
席

就
任

理
事

守
山
雄
順
（
聖
観
音
宗
）

評
議
員

高
木
貞
歓
（
時
宗
）

関
�
幸
孝
（
真
宗
大
谷
派
）

平
田
真
純
（
聖
観
音
宗
）

退
任

評
議
員

臼
木
悦
順
（
時
宗
）

下
谷
泰
史
（
真
宗
大
谷
派
）

守
山
雄
順
（
聖
観
音
宗
）

◆
今
月
の
表
紙
に
つ
い
て
◆

【
雲
崗
石
窟
】

中
国
山
西
省
大
同
の
西
二
〇
キ
ロ
に
あ

る
東
西
一
キ
ロ
に
わ
た
る
約
四
十
窟
の
石

窟
寺
院
。
現
在
は
石
仏
寺
と
呼
ば
れ
、
四

六
〇
年
に
北
魏
の
沙
門
統
で
あ
る
曇
曜
が

武
周
川
の
断
崖
に
開
い
た
「
曇
曜
五
窟
」

に
は
じ
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
巨
大
な
石

窟
寺
院
が
十
五
座
開
か
れ
雲
崗
期
（
四
六

〇
〜
四
九
三
年
）
と
呼
ば
れ
る
仏
教
彫
刻

史
上
の
一
時
期
を
形
成
し
ま
し
た
。
ガ
ン

ダ
ー
ラ
や
グ
プ
タ
朝
様
式
の
影
響
が
色
濃

く
、
ギ
リ
シ
ャ
様
式
の
唐
草
模
様
等
の
西

方
起
源
の
意
匠
も
凝
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

網
野
義
紘
師
（
本
会
理
事
）

九
月
十
五
日
遷
化

六
十
四
歳

聖
観
音
宗
浅
草
寺
金
蔵
院
住
職

マ
ヤ
堂
考
古
学
的
調
査
報
告
書
と

ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
事
業
の
歩
み

マ
ヤ
堂
の
考
古
学
的
考
察
を
中
心
と
し
、

新
た
な
発
掘
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
ア
シ

ョ
ー
カ
石
柱
碑
文
の
新
解
釈
を
論
述
し
、
遺

構
お
よ
び
出
土
遺
物
の
図
版
等
が
豊
富
に
収

録
さ
れ
て
い
ま
す
。

仏
教
文
化
史
的
視
点
か
ら
釈
尊
生
誕
の
地

ル
ン
ビ
ニ
ー
の
持
つ
意
味
と
、
本
会
が
二
十

有
余
年
に
亘
り
取
り
組
ん
で
き
た
事
業
の
道

程
を
詳
述
し
ま
し
た
。

【
申
し
込
み
】

Ｆ
Ａ
Ｘ

○
三（
三
四
三
七
）三
二
六
○

全
日
本
仏
教
会

国
際
文
化
部

事
務
総
局
録
事

九
月
（
十
一
〜
三
十
日
）

十
月
（
一
〜
十
四
日
）

哀
悼

人
事

『ルンビニーマヤ堂の考古学的調査
１９９２～１９９５』
Ａ４版上製箱入り 本文２４５頁

一冊１０，０００円（税込）

『ルンビニー園復興事業の歩み』
Ａ４版 無線綴じ 本文１４４頁

一冊１，０００円（税込）
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二
〇
〇
五
年
十
一
月
一
日
発
行

十
一
月
号

第
五
一
三
号

救援基金へのご協力のお願い

パ
キ
ス
タ
ン
北
部
地
震
で
甚
大
な
被
害

パ
キ
ス
タ
ン
北
部
で
十
月
八
日
発
生

し
た
地
震
の
死
者
数
は
、
同
国
内
で
約

二
万
三
千
人
（
十
月
十
二
日
付
）
が
確

認
さ
れ
、
最
終
的
に
四
万
人
を
越
す
可

能
性
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
イ

ン
ド
に
於
け
る
犠
牲
者
も
千
人
に
の
ぼ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

日
本
政
府
を
は
じ
め
各
国
の
救
助
隊

が
現
地
で
倒
壊
し
た
家
屋
な
ど
捜
索
を

は
じ
め
て
お
り
ま
す
が
、
発
生
か
ら
五

日
を
迎
え
食
糧
も
届
か
ず
、
被
災
地
の

一
部
で
は
略
奪
が
起
き
て
い
る
と
報
じ

ら
れ
て
い
ま
す
。
現
地
で
は
多
く
の
被

災
者
の
方
々
が
救
援
を
待
っ
て
い
る
状

況
下
に
あ
り
ま
す
。

本
会
は
、
国
内
外
に
於
け
る
災
害
救

援
や
人
道
的
支
援
等
に
対
し
、
緊
急
且

つ
迅
速
な
対
応
を
す
べ
く
「
救
援
基

金
」
を
常
時
開
設
し
て
お
り
ま
す
。
今

回
の
災
害
に
対
し
て
「
救
援
基
金
」
よ

り
、
十
月
十
八
日
に
パ
キ
ス
タ
ン
大
使

館
、
仏
教
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｂ

Ｎ
Ｎ
）
へ
、
各
百
万
円
を
寄
託
い
た
し

ま
し
た
。

さ
ら
な
る
支
援
の
為
、
加
盟
団
体
、

各
ご
寺
院
お
よ
び
檀
信
徒
・
門
信
徒
の

皆
さ
ま
の
温
か
い
浄
財
を
引
き
続
き
、

左
記
口
座
ま
で
お
寄
せ
頂
け
れ
ば
幸
い

で
す
。

ま
た
、
Ｂ
Ｎ
Ｎ
加
盟
の
シ
ャ
ン
テ
ィ

国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
（
Ｓ
Ｖ
Ａ
）
は
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
事
務
所
か
ら
現
地
へ

二
名
を
派
遣
し
、
被
災
状
況
を
確
認
し
、

具
体
的
な
支
援
を
検
討
す
る
。
復
興
支

援
は
、
お
よ
そ
六
ヶ
月
の
日
程
で
行
い

た
い
と
の
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。

記

郵
便
振
替
口
座

口
座
名
義

全
日
本
仏
教
会
救
援
基
金

口
座
番
号

〇
〇
一
三
〇
―
九
―
七
〇
四
八
三
四

お
問
い
合
わ
せ

財
団
法
人

全
日
本
仏
教
会
事
務
総
局

発
行
人

齋
藤
明
聖

発
行
所

財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会

〒
一
〇
五
―
〇
〇
一
一
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
―
七
―
四

U
R
L:http://w

w
w
.jbf.ne.jp/

各地からご参加をお待ちしております個人情報保護に関する研修会
第３９回講演録頒布のご案内
全日本仏教徒会議滋賀大会開催のご案内

講師に長谷川正浩師（顧問弁護士）、清水

勉氏（日本弁護士連合会・情報問題対策委員

会副委員長）、井上文夫氏（日本テンプルヴァ

ン株式会社代表取締役）、松尾徹裕師（曹洞

宗宗務庁人事部文書課課長）の４名を迎えそ

れぞれの立場でお話いたしました講演録で、

資料・Q&Aも充実。

―申込み―：本会事務総局まで

●「出会い 縁を生き、伝えるわれら」

（財）日本宗教連盟主催
第２回「宗教と生命倫理シンポジウム」のご案内
●「いま、臓器移植法改正問題を考える」（仮） 【１１月１６日】大津プリンスホテル

・開会式：午後１時３０分～
・分科会：午後２時～�「いのち取り巻く環境」

�「仏教徒による国際貢献」
�「仏教にみる男女社会参画について」
�「現代の政治を考える」

・加盟団体代表者会議：午後２時～
・交流親睦の夕べ：午後６時３０分～
【１１月１７日】滋賀県立芸術劇場 琵琶湖ホール
・記念式典：午前１０時～
・記念講演：西川きよし氏（元参議院議員）

「福祉は我が家から」
【参加費】２，０００円 ※交流親睦の夕べ参加費は７，０００円
【参加対象】寺院僧侶および壇信徒各位、一般の方々
―申込みおよび問い合せ―
第３９回全日本仏教徒会議滋賀大会事務局

TEL０７７（５７８）００１３ FAX０７７（５７８）３４１８

脳死・臓器移植についての本人意志確認、脳死判定のあり方、１５歳以下への移植
など臓器移植法改正の問題点を探り、脳死・臓器移植が現代人につきつけている諸問
題について考察いたします。
開催日：１１月３０日（水）１３：３０～１６：３０
会 場：築地本願寺・第２伝道会館（東京都中央区築地３‐１５‐１）
内 容：コーディネーター 島薗進氏（東京大学教授・日本宗教連盟理事）

パネラー 河野太郎氏（衆議院議員）
小松美彦氏（東京海洋大学教授）他

参加費：無料 定員２００名
申込み：１０月２０日までに本会事務総局宛にFAXでお申込願います

事務所お休みのお知らせ：
１１月１６・１７日全日本仏教徒会議滋賀大会開催の為、事務所はお休み
させて頂きます。

A５版１３２頁 １部８００円（税込）

パキスタンのガリハビブラにある学校の様子
（写真提供：SVA）
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